
中間とりまとめに向けた幼児期までのこどもの育ち部会の検討の進め方の全体像について（案）

③「こどもまんなかチャート」で示した社会全体すべての人に向けたアンケート

➢ こども基本法に則り「こどもの声（思いや願い）が聴かれ、受け止められ、主体性が大事にされている」という理念の下で、部会
の検討を進める。

➢ 「こどもまんなかチャート」のすべての人が当事者となり育ちを支えることにつなげるため、すべての人の意見を踏まえ、部会の検
討を進める。

②こども若者★いけんぷらすの活用（学童期以降のこども）【幼児期までについて意見を聴くことを検討中】

①乳幼児の思いや願いの表出場面【検討中】

④部会ヒアリング
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Ⅱ．全体イメージ

Ⅲ．スケジュール →資料１－３
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※こどもの生涯にわたる幸福（Well-being）の基礎を培うために
身体、心、社会(環境)のすべての面での育ちを一体として保障

【第３回資料資料１-２】


